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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブルートゥース通信機能を有する移動通信端末と通信する無線ルータ装置であって、
　前記移動通信端末とブルートゥース通信を行うブルートゥース通信部と、
　前記移動通信端末と無線ＬＡＮにより通信する無線ＬＡＮ通信部と、
　前記ブルートゥース通信部および前記無線ＬＡＮ通信部のデータ通信を制御するメイン
制御部と、
　前記ブルートゥース通信部、前記無線ＬＡＮ通信部および前記メイン制御部への電源を
供給する電源回路部と、
　前記電源回路部が、前記無線ＬＡＮ通信部および前記メイン制御部に対して電源供給を
行い、前記ブルートゥース通信部に電源供給を行わないモードである通信モードと、前記
電源回路部が、前記ブルートゥース通信部に電源供給を行い、前記無線ＬＡＮ通信部およ
び前記メイン制御部に対して電源供給を行わないモードであるスタンバイモードとを切り
替えて、前記電源回路部の電源供給を制御する電源回路制御部と、
　前記電源回路制御部が前記スタンバイモードで前記電源回路部を制御している場合に、
当該無線ルータ装置の周囲の前記移動通信端末が前記無線ルータ装置に対して接続の要求
を行う接続要求があるか否かを判断する接続要求判断部と、
　前記接続要求判断部により前記接続要求があると判断された場合、前記接続要求内に当
該無線ルータ装置の識別情報が含まれているか否かを判断する識別情報存否判断部とを備
え、
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　前記識別情報存否判断部が前記接続要求内に当該無線ルータ装置の識別情報が含まれて
いると判断した場合、前記ブルートゥース通信部は、前記電源回路制御部に対して、前記
通信モードで前記電源回路部を制御させるための起動トリガを入力し、前記電源回路制御
部は、前記起動トリガに従って、前記通信モードで前記電源回路部を制御する無線ルータ
装置。
【請求項２】
　通信接続される前記移動通信端末を公衆網に接続する公衆網接続用通信部をさらに備え
、
　前記電源回路部は、前記ブルートゥース通信部、前記無線ＬＡＮ通信部、前記公衆網接
続用通信部および前記メイン制御部への電源を供給し、
　前記電源回路制御部は、前記電源回路部が、前記無線ＬＡＮ通信部、前記公衆網接続用
通信部および前記メイン制御部に対して電源供給を行うモードである通信モードと、前記
電源回路部が、前記ブルートゥース通信部に電源供給を行い、前記無線ＬＡＮ通信部、前
記公衆網接続用通信部および前記メイン制御部に対して電源供給を行わないモードである
スタンバイモードとを切り替えて、前記電源回路部の電源供給を制御する請求項１に記載
の無線ルータ装置。
【請求項３】
　前記電源回路制御部は、前記無線ルータ装置と前記移動通信端末との間でデータ通信が
行われていない時間が所定の設定時間を超過した場合、または前記無線ルータ装置が前記
スタンバイモードに移行する指示を受けた場合に、前記スタンバイモードで前記電源回路
部を制御する請求項１または２に記載の無線ルータ装置。
【請求項４】
　前記移動通信端末の要求に応じて、当該無線ルータ装置の識別情報を前記移動通信端末
へ送信する請求項１～３のいずれか１項に記載の無線ルータ装置。
【請求項５】
　前記無線ルータ装置の前記識別情報は、当該無線ルータ装置のブルートゥースデバイス
アドレスまたは当該無線ルータ装置固有のデバイス名である請求項１～４のいずれか１項
に記載の無線ルータ装置。
【請求項６】
　当該無線ルータの識別情報を含む所定のバーコード情報を有し、前記バーコード情報を
前記移動通信端末の利用者へ表示提供する請求項１～５のいずれか１項に記載の無線ルー
タ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線ルータ装置に関し、例えば、ブルートゥース（Bluetooth：登録商標）
通信機能を有する移動通信端末と通信する無線ルータ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンや、携帯電話機や、携帯ゲーム機などの移動通信端末（モバイル
機器）を無線ルータ装置に接続することにより、ＷｉＭＡＸ（登録商標）（Worldwide In
teroperability for Microwave Access）や、ＬＴＥ（Long Term Evolution）、３Ｇなど
の無線ＷＡＮ（Wide Area Network）回線を通じてインターネットに接続できることが、
広く知られている。すなわち、無線ルータ装置は、ＷｉＭＡＸや、ＬＴＥ、３Ｇなどの公
衆回線と接続し、ルーティング動作を行うことによって、移動通信端末をインターネット
に接続させることができる。また、一般的な無線ルータ装置は、ブルートゥース（Blueto
oth：登録商標）通信機能を有しており、ブルートゥース通信機能を有する移動通信端末
との間で、無線通信を行うこともできる。
【０００３】
　ここで、無線ルータ装置は、移動通信端末がインターネットに接続していない時間が一
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定時間経過した場合などに、バッテリ電源の消費電力を抑えるために、自動的にシャット
ダウンまたはスタンバイモードに移行するものが、知られている。
【０００４】
　なお、本発明に関連する技術が、特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－２０６５８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、無線ルータ装置が一旦、スタンバイモード等に入った後、もう一度、無
線ルータ装置を起動させようとする場合、無線ルータ装置の電源ボタンを再度押す作業が
必要となる。このため、無線ルータ装置の起動に手間がかかるという問題があった。
【０００７】
　無線ルータ装置は、近年、持ち運びが可能となり、無線通信さえ可能であれば、ルータ
機能を発揮できることから、カバンなど手の届きにくいところに、配置されることも多い
。この場合、無線ルータ装置の利用者は、無線ルータ装置を起動しようとする度に、電源
ボタンを押すために、当該無線ルータ装置をカバンから取り出す必要が生じてしまう。
【０００８】
　また、無線ルータ装置と移動通信端末と間のデータ通信で用いられる無線ＬＡＮの接続
開始をトリガとして、無線ルータ装置を起動させることも考えられる。しかしながら、無
線ＬＡＮは待機中であっても消費電力が大きいため、スタンバイモード時の待ち受け時間
が短縮してしまう問題があった。
【０００９】
　そこで、無線ＬＡＮと比較して消費電力が小さいブルートゥース通信を用いて、無線ル
ータ装置を起動することが考えられる。通常、ブルートゥース通信を実現するには、双方
の移動通信端末をペアリングする必要がある。一方で、多くの移動通信端末は、ペアリン
グ登録されている移動通信端末同士が通信可能範囲内に入ると、自動的に接続を開始して
しまう。このため、移動通信端末がペアリングされると、任意のタイミングで移動通信端
末間の接続を開始することが困難となるため、無線ルータ装置を起動させるトリガには適
さない。
【００１０】
　また、移動通信端末同士をペアリングしない状態にしておき、無線ルータ装置をペアリ
ング登録待ち時に使用されるディスカバラブルモードに無線ルータ装置を設定することも
できる。この場合、移動通信端末側からは任意のタイミングで接続を開始することができ
るため、ディスカバラブルモードに無線ルータ装置を設定することを無線ルータ装置の起
動トリガとして用いることができる。
【００１１】
　しかしながら、ディスカバラブルモードでは、通信可能範囲内に存在するブルートゥー
ス機器の全てが無線ルータ装置に接続できてしまうという問題が生じる。
【００１２】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、他のブルー
トゥース機能を有する機器とペアリングすることなく、ブルートゥースの接続開始を起動
トリガとして、簡単に起動することができる無線ルータ装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の無線ルータ装置は、ブルートゥース通信機能を有する移動通信端末と通信する
無線ルータ装置であって、前記移動通信端末とブルートゥース通信を行うブルートゥース
通信部と、前記移動通信端末と無線ＬＡＮにより通信する無線ＬＡＮ通信部と、前記ブル
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ートゥース通信部および前記無線ＬＡＮ通信部のデータ通信を制御するメイン制御部と、
前記ブルートゥース通信部、前記無線ＬＡＮ通信部および前記メイン制御部への電源を供
給する電源回路部と、前記電源回路部が、前記無線ＬＡＮ通信部および前記メイン制御部
に対して電源供給を行い、前記ブルートゥース通信部に電源供給を行わないモードである
通信モードと、前記電源回路部が、前記ブルートゥース通信部に電源供給を行い、前記無
線ＬＡＮ通信部および前記メイン制御部に対して電源供給を行わないモードであるスタン
バイモードとを切り替えて、前記電源回路部の電源供給を制御する電源回路制御部と、前
記電源回路制御部が前記スタンバイモードで前記電源回路部を制御している場合に、当該
無線ルータ装置の周囲の前記移動通信端末が前記無線ルータ装置に対して接続の要求を行
う接続要求があるか否かを判断する接続要求判断部と、前記接続要求判断部により前記接
続要求があると判断された場合、前記接続要求内に当該無線ルータ装置の識別情報が含ま
れているか否かを判断する識別情報存否判断部とを備え、前記識別情報存否判断部が前記
接続要求内に当該無線ルータ装置の識別情報が含まれていると判断した場合、前記ブルー
トゥース通信部は、前記電源回路制御部に対して、前記通信モードで前記電源回路部を制
御させるための起動トリガを入力し、前記電源回路制御部は、前記起動トリガに従って、
前記通信モードで前記電源回路部を制御する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明にかかる無線ルータ装置によれば、他のブルートゥース通信機能を有する機器と
ペアリングすることなく、ブルートゥースの接続開始を起動トリガとして、簡単に起動す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置のメイン制御部、ブルートゥ
ース通信部および電源回路部の関係を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置と通信する移動通信端末の構
成を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置の通信接続の一例を示す図で
ある。
【図５】本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置と通信する移動通信端末の表
示部の表示例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置と通信する移動通信端末の動
作フローを示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置の動作フローを示す図である
。
【図８】本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置と通信する移動通信端末の動
作フローを示す図である。
【図９】本発明の第２の実施の形態における無線ルータ装置と通信する移動通信端末の動
作フローを示す図である。
【図１０】ＱＲコードの一例を示す図である。
【図１１】本発明の第４の実施の形態における無線ルータ装置と通信する移動通信端末の
動作フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
＜第１の実施の形態＞
　本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置１００について、図に基づいて説明
する。
【００１７】
　図１は、本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置１００の構成を示す。無線
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ルータ装置１００は、少なくともブルートゥース通信機能を有する移動通信端末２００と
通信する。移動通信端末２００の構成については、図３を用いて、後で詳しく説明する。
【００１８】
　図１に示されるように、無線ルータ装置１００は、公衆網接続用通信部１１０と、公衆
網接続用通信部用アンテナ部１１１と、無線ＬＡＮ通信部１２０と、無線ＬＡＮ通信部用
アンテナ部１２１と、ブルートゥース通信部１３０と、ブルートゥース通信部用アンテナ
部１３１と、バッテリ部１４０と、電源回路部１５０と、記憶部１６０と、メイン制御部
１７０と、サブ制御部１８０と、スイッチ部１９０を含んで構成されている。
【００１９】
　また、後述するように、無線ルータ装置１００は、通信モードと、スタンバイモードの
２つのモードで切り替え動作する。スタンバイモードは、ブルートゥース通信部１３０の
みが電源供給を受け動作するモードで、通信モードと比較すると制限された動作モードで
ある。通信モードおよびスタンバイモードの定義および詳しい説明は後述する。
【００２０】
　なお、ここでは、無線ルータ装置１００は、移動式無線ルータ装置を想定する。この移
動式無線ルータ装置は、モバイルルータ装置とも呼ばれる。この移動式無線ルータ装置は
、バッテリにより電源供給を受けて動作することができ、可搬性が高い。このため、移動
式無線ルータ装置は、据え置き式の無線ルータ装置と比較して、ＷＡＮ回線や電源がワイ
ヤレスになるため、持ち運んで様々なシーンで使用できる。
【００２１】
　以下、無線ルータ装置１００の各構成について、具体的に説明する。
【００２２】
　公衆網接続用通信部１１０は、通信接続された移動通信端末２００を公衆網へ接続する
。公衆網接続用通信部１１０は、例えばＷｉＭＡＸなどの無線ＷＡＮ回線（公衆網）に接
続し、ルーティング動作を行うことによって、移動通信端末２００をインターネット接続
させることができる。なお、公衆接続用通信部１１０は、携帯電話機の３Ｇ、ＬＴＥに対
応するモジュールや、ＰＨＳのモジュールであってもよい。
【００２３】
　公衆網接続用通信部用アンテナ部１１１は、公衆網接続用通信部１１０に接続され、公
衆網への接続に対応する信号を送受する。
【００２４】
　無線ＬＡＮ通信部１２０は、移動通信端末２００と無線ＬＡＮにより通信する。
【００２５】
　無線ＬＡＮ通信部用アンテナ部１２１は、無線ＬＡＮ通信部１２０に接続され、無線Ｌ
ＡＮ通信に対応する信号を送受する。
【００２６】
　ブルートゥース通信部１３０は、移動通信端末２００とブルートゥース通信行う。
【００２７】
　ブルートゥース通信部用アンテナ部１３１は、ブルートゥース通信部１３０に接続され
、ブルートゥース通信に対応する信号を送受する。
【００２８】
　ブルートゥース通信部１３０は、さらに、接続要求判断部１３２と、識別情報存否判断
部１３３と、起動トリガ発生部１３４とを備えている。
【００２９】
　接続要求判断部１３２は、後述の電源回路制御部１８１が後述のスタンバイモードで電
源回路部１５０を制御している場合に、当該無線ルータ装置１００の周囲の移動通信端末
２００が無線ルータ装置１００に対して接続の要求を行う接続要求があるか否かを判断す
る。
【００３０】
　識別情報存否判断部１３３は、接続要求判断部１３２により接続要求があると判断され
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た場合、接続要求内に当該無線ルータ装置１００の識別情報が含まれているか否かを判断
する。
【００３１】
　ここで、無線ルータ装置１００は、固有の識別情報を有している。ここでは、この識別
情報は、ブルートゥースデバイスアドレス（以下、ＢＤアドレスと称する場合がある）と
する。移動通信端末２００は、このＢＤアドレスを用いて無線ルータ装置１００へ接続す
ることによって、接続先の無線ルータ装置１００を識別したうえで通信接続することがで
きる。
【００３２】
　起動トリガ発生部１３４は、動作トリガを発生する。ここで、動作トリガとは、通信モ
ードで電源回路部１５０を制御させるための信号である。通信モードの定義は、後述する
。
【００３３】
　バッテリ部１４０は、例えばリチウムイオン充電地やニッケル水素充電地などの二次電
池である。
【００３４】
　電源回路部１５０は、公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部１２０、ブルート
ゥース通信部１３０およびメイン制御部１７０に電源を供給する。より具体的には、電源
回路部１５０は、バッテリ部１４０の電源を、公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通
信部１２０、ブルートゥース通信部１３０およびメイン制御部１７０に供給する。
【００３５】
　記憶部１６０は、無線ルータ装置１００に入力された各種データを記憶する。記憶部１
６０は、Ｆｌａｓｈ　Ｍｅｍｏｒｙなどにより構成される。
【００３６】
　メイン制御部１７０は、無線ルータ装置１００の主な制御を司り、ルーティング動作や
、
公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部１２０およびブルートゥース通信部１３０
のデータ通信を制御する。メイン制御部１７０は、中央処理装置（ＣＰＵ：Central Proc
essing Unit）として機能する。また、メイン制御部１７０には、ＯＳ（Operating Syste
m）を起動する機能を有する。
【００３７】
　メイン制御部１７０は、無通信タイムアウト判定部１７１と、モード移行信号発生部１
７２とを有している。
【００３８】
　無通信タイムアウト判定部１７１は、無線ルータ装置１００と移動通信端末２００との
間でデータ通信が行われていない時間が所定の設定時間を超過したか否かを判断する。
【００３９】
　モード移行信号発生部１７２は、モード移行監視部１８３によりモード移行を指示する
信号が含まれる場合に、電源回路制御部１８１に対してモード移行させる命令信号を発生
し、この命令信号を電源回路制御部１８１へ入力する。
【００４０】
　サブ制御部１８０は、電源回路部１５０を制御する。また、サブ制御部１８０は、メイ
ン制御部１７０とは別に独立して動作する。
【００４１】
　図１に示されるように、サブ制御部１８０は、電源回路制御部１８１と、スイッチ監視
部１８２と、モード移行監視部１８３とを有している。
【００４２】
　電源回路制御部１８１は、次に説明するように、通信モードと、スタンバイモードとを
切り替えて、電源回路部１５０の電源供給を制御する。なお、通信モードで動作すること
を、無線ルータ装置１００をオンにする（起動する）ともいう場合がある。スタンバイモ
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ードで動作することを、無線ルータ装置１００をオフにするともいう場合がある。
【００４３】
　通信モードとは、電源回路部１５０が、公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部
１２０およびメイン制御部１７０に対して電源供給を行い、ブルートゥース通信部１３０
に電源供給を行わないモードである。このとき、メイン制御部１７０に電源供給が行われ
ているので、公衆網接続用通信部１１０およびＬＡＮ通信部１２０は、微小な電力を用い
る信号通信とともに、大きな電力を用いるデータ通信を行うことができる。
【００４４】
　スタンバイモードとは、電源回路部１５０が、ブルートゥース通信部１３０に電源供給
を行い、公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部１３０およびメイン制御部１７０
に対して電源供給を行わないモードである。このとき、メイン制御部１７０に電源供給が
行われていないので、公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部１２０およびブルー
トゥース通信部１３０は、大きな電力を用いるデータ通信を行うことができない。また、
公衆網接続用通信部１１０および無線ＬＡＮ通信部１３０にも電源供給が行われていない
ので、大きな電力を用いるデータ通信ももちろん、微小な電力を用いる信号の通信も行え
ない。一方、ブルートゥース通信部１３０に電源供給が行われるので、ブルートゥース通
信部１３０は、微小な電力を用いる信号通信とともに、大きな電力を用いるデータ通信を
行うことができる。
【００４５】
　電源回路制御部１８１は、後述のスイッチ部１９０のオンオフによって、通信モードま
たはスタンバイモードを切り替えて電源回路部１５０の電源供給を制御する。さらに、電
源回路制御部１８１は、ブルートゥース通信部１３０から入力される動作トリガに従って
、スタンバイモードから通信モードに切り替えて、電源回路部１５０の電源供給を制御す
る。ここでいう動作トリガは、前述の通り、通信モードで電源回路部１５０を制御させる
ための信号である。
【００４６】
　スイッチ監視部１８２は、後述のスイッチ部１９０のオンオフを監視する。具体的には
、スイッチ監視部１８２は、スイッチ部１９０がスタンバイモードに切り替わるようにオ
フにされているか、あるいはスイッチ部１９０が通信モードに切り替わるようにオンにさ
れているかを監視する。
【００４７】
　モード移行監視部１８３は、ブルートゥース通信部１３０により受信されるデータや信
号の中に、モード移行を指示する信号が含まれるか否かを監視する。
【００４８】
　なお、サブ制御部１８０には、例えば、メイン制御部１７０と比較して非常に消費電力
が低いマイコンを用いることができる。これにより、スタンバイモード時の無線ルータ装
置１００の消費電力を減少させることができる。
【００４９】
　スイッチ部１９０は、電源回路制御部１８１を、通信モードまたはスタンバイモードに
切り替えるためのスイッチである。スイッチ部１９０をオンにすると、通信モードに切り
替わり、スイッチ部１９０をオフにすると、スタンバイモードに切り替わる。なお、スイ
ッチ部１９０は、例えば押しボタン方式で構成されている。
【００５０】
　次に、無線ルータ装置１００のメイン制御部１７０、ブルートゥース通信部１３０およ
び電源回路部１５０の関係について、説明する。
【００５１】
　図２は、無線ルータ装置１００のメイン制御部１７０、ブルートゥース通信部１３０お
よび電源回路部１５０の関係を示す図である。
【００５２】
　図２に示されるように、電源回路部１５０は、メイン制御部１７０およびブルートゥー
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ス通信部１３０の各々に接続されている。ブルートゥース通信部１３０は、図１に示した
構成とは別に、無線部１３５と、リンクコントローラ１３６と、ＬＭＰ（Link Managemen
t Protocol）１３７と、ＨＣＩ（Host Controller Interface）１３８とを有している。
【００５３】
　無線部１３５は、移動通信端末２００と無線接続するために必要な電波を制御する。
【００５４】
　リンクコントローラ１３６は、ブルートゥース通信部１３０のベースバンドとして機能
し、周波数ホッピングや最下層のパケット送受信などを制御する。
【００５５】
　ＬＭＰ１３７は、ブルートゥース通信を確立するためにリンクコントローラ１３６を制
御するプロトコルである。
【００５６】
　ＨＣＩ１３８は、メイン制御部１７０（ホスト）とブルートゥース通信部１３０（コン
トローラ）との間で通信を行うためのプロトコルである。ＨＣＩプロトコルには、例えば
ＵＳＢ（Universal Serial Bus）、ＳＤＩＯ（Secure Digital Input/Output）、ＵＡＲ
Ｔ（Universal Asynchronous Receiver Transmitter）といった物理バスが使われている
。
【００５７】
　メイン制御部１７０は、ＨＣＩ１７３と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコルスタック１７
４と、ＯＳ１７５とを有している。
【００５８】
　ＨＣＩ１７３は、前述のＨＣＩ１３８と同様に、メイン制御部１７０（ホスト）とブル
ートゥース通信部１３０（コントローラ）との間で通信を行うためのプロトコルである。
【００５９】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコルスタック１７４は、複数接続を管理するＬ２ＣＡＰ（Lo
gical Link Control and Adaptation Protocol）や、シリアル通信をエミュートするＲＦ
ＣＯＭＭ（Radio Frequency Communication）などのプロトコルを有する。
【００６０】
　ただし、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコルスタック１７４は、通常のブルートゥース通信
には必要ではあるが、本発明の接続時には使用されない。このＢｌｕｅｔｏｏｔｈプロト
コルスタック１７４を使用しなくても、無線ルータ装置１００を起動することができる点
が本発明の優位点でもある。
【００６１】
　次に、無線ルータ装置１００と通信接続する移動通信端末２００の構成を説明する。
【００６２】
　図３は、無線ルータ装置１００と通信する移動通信端末２００の構成を示す図である。
【００６３】
　移動通信端末２００は、少なくともブルートゥース通信機能を有する端末である。移動
通信端末２００は、例えばスマートフォンや、携帯電話機や、携帯ゲーム機などであり、
モバイル機器とも呼ばれている。
【００６４】
　図３に示されるように、移動通信端末２００は、無線ＬＡＮ通信部２２０と、無線ＬＡ
Ｎ通信部用アンテナ部２２１と、ブルートゥース通信部２３０と、ブルートゥース通信部
用アンテナ部２３１と、メイン制御部２７０とを有している。
【００６５】
　無線ＬＡＮ通信部２２０は、無線ルータ装置１００と無線ＬＡＮにより通信する。
【００６６】
　無線ＬＡＮ通信部用アンテナ部２２１は、無線ＬＡＮ通信部２２０に接続され、無線Ｌ
ＡＮ通信に対応する信号を送受する。
【００６７】
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　ブルートゥース通信部２３０は、無線ルータ装置１００とブルートゥース通信を行う。
【００６８】
　ブルートゥース通信部用アンテナ部２３１は、ブルートゥース通信部２３０に接続され
、ブルートゥース通信に対応する信号を送受する。
【００６９】
　記憶部２６０は、移動通信端末２００に入力された各種データを記憶する。記憶部２６
０は、Ｆｌａｓｈ　Ｍｅｍｏｒｙなどにより構成される。
【００７０】
　メイン制御部２７０は、無線ルータ装置１００の主な制御を司り、ルーティング動作や
、無線ＬＡＮ通信部２２０およびブルートゥース通信部２３０のデータ通信を制御する。
メイン制御部２７０は、中央処理装置（ＣＰＵ）として機能する。また、メイン制御部２
７０には、ＯＳを起動する機能を有する。
【００７１】
　また、メイン制御部２７０は、専用アプリケーション２７１を有している。この専用ア
プリケーション２７１は、無線ルータ装置１００に信号やデータを送信する機能を有する
。
【００７２】
　次に、無線ルータ装置１００の通信接続例を説明する。図４は、無線ルータ装置１００
の通信接続の一例を示す図である。
【００７３】
　図４に示されるように、移動通信端末２００と、無線ルータ装置１００と、無線ＷＡＮ
基地局３００とが、同じシステム上に存在する。無線ＷＡＮ基地局３００は、無線ルータ
装置１００と無線ＷＡＮを介して通信接続する。無線ＷＡＮ通信用アンテナ３０１は、無
線ＷＡＮ通信を行うためのアンテナである。
【００７４】
　図４に示されるように、無線ルータ装置１００と移動通信端末２００は、無線ＬＡＮお
よびＢｌｕｅｔｏｏｔｈによる通信を互いに行うことができる。また、無線ルータ装置１
００は、公衆網接続用通信部用アンテナ部１１１を用いて、無線ＷＡＮ基地局３００と接
続する。これにより、無線ルータ装置１００は、例えばＷｉＭＡＸやＬＴＥ、３Ｇなどの
公衆回線と接続し、ルーティング動作を行うことによって、移動通信端末１００をインタ
ーネットに接続することができる。
【００７５】
　また、後述するように、消費電力を抑えるために、スタンバイモードに入った無線ルー
タ装置１００を移動通信端末２００のブルートゥース通信によって起動させることが可能
である。
【００７６】
　次に、本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置１００と、この無線ルータ装
置１００と無線通信する移動通信端末２００の動作について、説明する。
【００７７】
　ここで、確認事項として、通信モードとは、前述の通り、電源回路部１５０が、公衆網
接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部１２０およびメイン制御部１７０に対して電源供
給を行い、ブルートゥース通信部１３０に対して電源供給を行わないモードである。また
、スタンバイモードとは、前述の通り、電源回路部１５０が、ブルートゥース通信部１３
０に電源供給を行い、公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部１３０およびメイン
制御部１７０に対して電源供給を行わないモードである。
【００７８】
　まず、移動通信端末２００のアプリの画面イメージについて、説明する。図５は、移動
通信端末２００の表示部の表示例を示す図である。
【００７９】
　図５に示されるように、表示部２９０には、「Ｓｔａｎｂｙ」ボタン２９１、「Ｐｏｗ
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ｅｒ　ＯＦＦ」ボタン２９２、「Ｗａｋｅ　ＵＰ」ボタン２９３が表示される。
【００８０】
　移動通信端末２００の利用者が「Ｓｔａｎｂｙ」ボタン２９１を押すことにより、移動
通信端末２００側からの指示によって、無線ルータ装置１００をスタンバイモードに移行
させることができる。
【００８１】
　また、移動通信端末２００の利用者が「Ｐｏｗｅｒ　ＯＦＦ」ボタン２９２を押すこと
により、無線ルータ装置１００の電源をオフにすることができる。
【００８２】
　また、移動通信端末２００の利用者が「Ｗａｋｅ　ＵＰ」ボタン２９３を押すことによ
り、スタンバイモードの状態にある無線ルータ装置１００を起動させて、通信モードに移
行させることができる。
【００８３】
　次に、移動通信端末２００側で、ブルートゥース通信に必要なＢＤアドレスを取得する
方法を説明する。
【００８４】
　図６は、移動通信端末２００の動作フローを示す図である。
【００８５】
　図６に示されるように、移動通信端末２００側では、まず、アプリを起動する（ステッ
プ（以下、Ｓと称する）６０１）。具体的には、移動通信端末２００内では、メイン制御
部２７０が、専用のアプリケーション２７１を起動する。
【００８６】
　次に、メイン制御部２７０が、ＢＤアドレスがアプリ内に登録されているか否かを確認
する（Ｓ６０２）。
【００８７】
　ＢＤアドレスがアプリ内に登録されている場合（Ｓ６０２、Ｙｅｓ）、処理を終了する
。
【００８８】
　ＢＤアドレスがアプリ内に登録されていない場合（Ｓ６０２、Ｎｏ）、移動通信端末２
００は、無線ルータ装置１００に対して、ＢＤアドレス取得の要求を行う（Ｓ６０３）。
より具体的には、メイン制御部２７０が、ＢＤアドレス取得の要求信号を生成する。そし
て、メイン制御部２７０は、無線ＬＡＮ通信部２２０に対して、ＢＤアドレス取得の要求
信号を無線ルータ装置１００へ送信するように、指示する。そして、無線ＬＡＮ通信部２
２０が、メイン制御部２７０の制御に従って、ＢＤアドレス取得の要求信号を、無線ＬＡ
Ｎ通信を介して、無線ルータ装置１００へ送信する。
【００８９】
　次に、移動通信端末２００は、無線ルータ装置１００からＢＤアドレスのデータを受信
する（Ｓ６０４）。具体的には、無線ＬＡＮ通信部２２０が、無線ルータ装置１００から
送信されたＢＤアドレスのデータを受信し、これをメイン制御部２７０へ入力する。
【００９０】
　そして、メイン制御部２７０は、取得したＢＤアドレスを、アプリ登録と対応付けて、
記憶部２６０に記憶する（Ｓ６０５）。これにより、無線ルータ装置１００のＢＤアドレ
スが、移動通信端末２００のアプリに登録される。
【００９１】
　次に、無線ルータ装置１００側の動作を説明する。
【００９２】
　図７は、無線ルータ装置１００の動作フローを示す図である。
【００９３】
　図７に示されるように、まず、無線ルータ装置１００を起動する（Ｓ７０１）。このと
き、無線ルータ装置１００では、電源回路制御部１８１は、通信モードで、電源回路部１
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５００の電源供給を制御する。すなわち、通信モードでは、電源回路部１５０が、公衆網
接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部１２０およびメイン制御部１７０に対して電源供
給を行い、ブルートゥース通信部１３０に対して電源供給を行わない。
【００９４】
　ここで、通信モードからスタンバイモードへ移行する条件として、次の２つが無線ルー
タ装置１００に設定されているものとする。無線ルータ装置は、次の２つの条件のいずれ
か一方を満たせば、スタンバイモードへ移行する。
【００９５】
　まず、１つ目の条件として、無線ルータ装置１００と移動通信端末２００との間でデー
タ通信が行われていない時間が所定の設定時間を超過した場合が、設定されている。
【００９６】
　次に、２つ目の条件として、無線ルータ装置１００がスタンバイモードに移行する指示
を受けた場合が、設定されている。
【００９７】
　無線ルータ装置１００がスタンバイモードに移行する指示を受けた場合とは、（１）ス
イッチ部１９０がスタンバイモードに切り替わるようにオフにされている場合と、（２）
無線ルータ装置１００が移動通信端末２００からスタンバイモードに移行する指示を受信
した場合の２つの場合である。
【００９８】
　Ｓ７０１の処理の後、メイン制御部１６０内の無通信タイムアウト判定部１７１は、無
通信タイマがタイムアウトしたか否かを判断する（Ｓ７０２）。具体的には、無通信タイ
ムアウト判定部１７１が、無線ルータ装置１００と移動通信端末２００との間でデータ通
信が行われていない時間が所定の設定時間を超過したか否かを判断する。
【００９９】
　メイン制御部１６０の無通信タイムアウト判定部１７１が、無線ルータ装置１００と移
動通信端末２００との間でデータ通信が行われていない時間が所定の設定時間を超過した
と判断した場合（Ｓ７０２、Ｙｅｓ）、モード移行信号発生部１７２がスタンバイモード
へ移行を促す信号を生成し、これをサブ制御部１８０へ入力する。そして、サブ制御部１
８０のモード移行監視部１８３は、スタンバイモードへ移行する指示が、来ていることを
認識する。この認識を受けて、移動通信端末２００は後述のＳ７０４の処理を行う。
【０１００】
　メイン制御部１６０の無通信タイムアウト判定部１７１が、無線ルータ装置１００と移
動通信端末２００との間でデータ通信が行われていない時間が所定の設定時間を超過して
いないと判断した場合（Ｓ７０２、Ｎｏ）、メイン制御部１６０が、無線ルータ装置１０
０がスタンバイモードに移行する指示を受けているか否かを判断する（Ｓ７０３）。
【０１０１】
　すなわち、スイッチ監視部１８２はスイッチ部１９０がスタンバイモードに切り替わる
ようにオフにされているか否かを判断する。併せて、無線ルータ装置１００が移動通信端
末２００からスタンバイモードに移行する指示を受信したか否かを判断する。すなわち、
移動通信端末２００は、スタンバイモードに移行する指示信号であるスタンバイ（Ｓｔａ
ｎｄｂｙ）信号を、公衆網（例えばＷＬＡＮ）を介して、無線ルータ装置１００へ送信す
る。無線ルータ装置１００では、メイン制御部１７０が、公衆網接続用通信部１１０を用
いて、前記スタンバイ信号を取得する。そして、モード移行信号発生部１７２が、スタン
バイ信号に対応して、スタンバイモードへ移行を促す信号を生成し、これをサブ制御部１
８０へ入力する。そして、サブ制御部１８０のモード移行監視部１８３は、スタンバイモ
ードへ移行する指示が、来ていることを認識する。この認識を受けて、移動通信端末２０
０は後述のＳ７０４の処理を行う。
【０１０２】
　スイッチ監視部１８２により、スイッチ部１９０がスタンバイモードに切り替わるよう
にオフにされていると判断された場合（Ｓ７０３、Ｙｅｓ）、移動通信端末２００は後述
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のＳ７０４の処理を行う。
【０１０３】
　同様に、無線ルータ装置１００が移動通信端末２００からスタンバイモードに移行する
指示を受信したと、メイン制御部１７０により判断された場合（Ｓ７０３、Ｙｅｓ）、移
動通信端末２００は後述のＳ７０４の処理を行う。
【０１０４】
　一方、スイッチ部１９０がスタンバイモードに切り替わるようにオフにされていないと
、メイン制御部１７０により判断された場合（Ｓ７０３、Ｎｏ）、移動通信端末２００は
Ｓ７０２の処理を再び行う。
【０１０５】
　同様に、無線ルータ装置１００が移動通信端末２００からスタンバイモードに移行する
指示を受信していないと、メイン制御部１７０により判断された場合（Ｓ７０３、Ｎｏ）
、移動通信端末２００はＳ７０２の処理を再び行う。
【０１０６】
　Ｓ７０２の処理でＹｅｓであった場合と、Ｓ７０３の処理でＹｅｓであった場合には、
無線ルータ装置１００では、電源回路制御部１８１は、スタンバイモードに切り替えて、
電源回路部１５０の電源供給を制御する（Ｓ７０４）。この結果、スタンバイモード中で
は、電源回路部１５０が、ブルートゥース通信部１３０に電源供給を行い、公衆網接続用
通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部１３０およびメイン制御部１７０に対して電源供給を行
わない状態になる。これにより、無線ルータ装置１００全体の消費電力を減少させること
ができる。
【０１０７】
　次に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｐａｇｅ　Ｓｃａｎを開始する（Ｓ７０５）。具体的には
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｐａｇｅ　Ｓｃａｎが開始されると、無線ルータ装置１００のブ
ルートゥース通信部１３１が、当該無線ルータ装置１００宛に接続要求（Ｐａｇｅ：呼び
出し）がないか否かを監視する。この接続要求は、当該無線ルータ装置１００の周囲に存
在する移動通信端末１００から送信される。なお、無線ルータ装置１００は、移動通信端
末２００から接続要求があった場合、この接続要求に対してレスポンスを返す。
【０１０８】
　無線ルータ装置１００は、移動通信端末２００から接続要求があるか否かを判断する（
Ｓ７０６）。具体的には、ブルートゥース通信部１３０内の接続要求判断部１３２が、無
線ルータ装置１００の周囲の移動通信端末２００が当該無線ルータ装置１００に対して接
続の要求を行う接続要求（Ｐａｇｅ信号とも呼ばれる）があるか否かを判断する。
【０１０９】
　接続要求判断部１３２により接続要求があると判断された場合（Ｓ７０６、Ｙｅｓ）、
識別情報存否判断部１３３が、接続要求（Ｐａｇｅ信号）内に、無線ルータ装置１００の
ＢＤアドレス（識別情報）が含まれているか否かを判断する（Ｓ７０７）。このとき、当
該無線ルータ装置１００のＢＤアドレス（識別情報）は、ブルートゥース通信部１３０内
の記憶部（不図示）に予め記憶されている。そして、識別情報存否判断部１３３は、ブル
ートゥース通信部１３０内の記憶部に記憶されたＢＤアドレスと、接続要求内のＢＤアド
レスとを比較する処理を行う。
【０１１０】
　一方、接続要求判断部１３２により接続要求がないと判断された場合（Ｓ７０６、Ｎｏ
）、Ｓ７０５のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｐａｇｅ　Ｓｃａｎを継続して、再びＳ７０６の処
理を行う。
【０１１１】
　識別情報存否判断部１３３により、無線ルータ装置１００のＢＤアドレスが接続要求内
に、含まれていると判断された場合（Ｓ７０７、Ｙｅｓ）、無線ルータ装置１００はＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ　Ｐａｇｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを移動通信端末２００に対して送信する（
Ｓ７０８）。
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【０１１２】
　一方、識別情報存否判断部１３３により、無線ルータ装置１００のＢＤアドレスが接続
要求内に、含まれていないと判断された場合（Ｓ７０７、Ｎｏ）、Ｓ７０５のＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ　Ｐａｇｅ　Ｓｃａｎを継続して、再びＳ７０７の処理を行う。
【０１１３】
　次に、無線ルータ装置１００は、起動トリガをオン（ＯＮ）にする（Ｓ７０９）。具体
的には、まず、ブルートゥース通信部１３０内の起動トリガ発生部１３４は、電源回路制
御部１８１が通信モードで電源回路部１５０を制御させるための起動トリガを生成する。
そして、ブルートゥース通信部１３０は、起動トリガ発生部１３４により生成された起動
トリガを、サブ制御部１８０へ入力する。サブ制御部１８０では、モード移行監視部１８
３が、通信モードに切り替えることを確認する。
【０１１４】
　次に、無線ルータ装置１００は、ルータ起動処理を実施する（Ｓ７１０）。具体的には
、電源回路制御部１８１が、ブルートゥース通信部１３０から受け取った起動トリガに従
って、通信モードで電源回路部１５０を制御する。通信モード中では、電源回路部１５０
が、公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部１２０およびメイン制御部１７０に対
して電源供給を行い、ブルートゥース通信部１３０に対して電源供給を行わない。すなわ
ち、この通信モードに設定する際に、電源回路制御部１８１は、ブルートゥース通信部１
３０に電源供給しないように、電源回路部１５０を制御する（Ｓ７１１）。
【０１１５】
　このように、識別情報存否判断部１３３が接続要求内に当該無線ルータ装置１００の識
別情報（ＢＤアドレス）が含まれている場合、ブルートゥース通信部１３０は、電源回路
制御部１８１に対して、通信モードで電源回路部１５０を制御させるための起動トリガを
入力し、電源回路制御部１８１は、起動トリガに従って、通信モードで電源回路部１５０
を制御する。
【０１１６】
　通信モードでは、電源回路部１５０が、公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡＮ通信部
１２０およびメイン制御部１７０に対して電源供給を行うが、ブルートゥース通信部１３
０に対して電源供給を行わない。したがって、識別情報存否判断部１３３が接続要求内に
当該無線ルータ装置１００の識別情報（ＢＤアドレス）が含まれている場合に、無線ルー
タ装置１００は、移動通信端末２００とペアリングすることはない。このため、任意のタ
イミングで移動通信端末１００との接続を開始することが容易にできる。
【０１１７】
　以上、無線ルータ装置１００側の動作について説明した。
【０１１８】
　さらに、この後の処理として、移動通信端末２００側の動作について説明する。
【０１１９】
　図８は、無線ルータ装置１００と通信する移動通信端末２００の動作フローを示す図で
ある。
【０１２０】
　まず、移動通信端末２００側では、無線ルータ装置１００がスタンバイモードで動作し
ている状態で、「Ｗａｋｅ　ｕｐ」ボタン２９３（図５を参照）が利用者によって押下さ
れる（Ｓ８０１）。
【０１２１】
　Ｓ８０１の処理に対応して、メイン制御部２７０は、専用アプリケーション２７１（ア
プリ）内に保存されているＢＤアドレスを読み込む（Ｓ８０２）。メイン制御部２７０は
、読み込んだＢＤアドレスを、ブルートゥース通信部２３０に入力する。
【０１２２】
　そして、ブルートゥース通信部２３０は、メイン制御部２７０により入力されたＢＤア
ドレスを指定して、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｐａｇｅ動作を開始する（Ｓ８０３）。このＢ
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ｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｐａｇｅ動作では、ブルートゥース通信部２３０が、移動通信端末２
００の近くに存在する無線ルータ装置１００に対して、接続要求を送信する。なお、無線
ルータ装置１００は、移動通信端末２００から接続要求を受信した場合、この接続要求に
対してレスポンスを返す。
【０１２３】
　次に、移動通信端末２００は、Ｐａｇｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号を受信したか否かを判
断する（Ｓ８０４）。具体的には、メイン制御部２７０が、無線ルータ装置１００からレ
スポンスを受け取ったか否かを判断する。
【０１２４】
　移動通信端末２００がＰａｇｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号を受信した場合（Ｓ８０４、Ｙ
ｅｓ）、以降のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ接続動作は不要となるため、移動通信端末２００はＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ接続動作をキャンセルする（Ｓ８０５）。
【０１２５】
　その後、移動通信端末２００は、無線ルータ装置１００の起動を待つ（Ｓ８０６）。す
なわち、移動通信端末１００は、無線ルータ装置１００が通信モードでの動作を開始する
まで待つ。
【０１２６】
　そして、無線ルータ装置１００が起動した後に、移動通信端末１００は無線ルータ装置
１００に無線ＬＡＮで接続してデータ通信を行い（Ｓ８０７）、処理を終了する。
【０１２７】
　一方、移動通信端末２００がＰａｇｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号を受信しない場合（Ｓ８
０４、Ｙｅｓ）、メイン制御部２７０は、Ｐａｇｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ信号をタイムアウ
トするまで待つ（Ｓ８０８）。すなわち、メイン制御部２７０は、S８０３の処理開始後
に所定の時間が経過するか否かを待つ。
【０１２８】
　タイムアウトした場合（Ｓ８０８、Ｙｅｓ）、移動通信端末２００は、無線ルータ装置
１００を起動させることに失敗したと認識し（Ｓ８０９）、全ての処理を終了する。
【０１２９】
　一方、タイムアウトしなかった場合（Ｓ８０８、Ｎｏ）、Ｓ８０４の処理を再び実行す
る。
【０１３０】
　以上の通り、本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置１００は、ブルートゥ
ース通信機能を有する移動通信端末２００と通信する。無線ルータ装置１００は、ブルー
トゥース通信部１３０と、無線ＬＡＮ通信部１２０と、メイン制御部１７０と、電源回路
部１７０と、電源回路制御部１８１と、接続要求判断部１３２と、識別情報存否判断部１
３３とを備えている。
【０１３１】
　ブルートゥース通信部１３０は、移動通信端末２００とブルートゥース通信を行う。無
線ＬＡＮ通信部１２０は、移動通信端末と無線ＬＡＮにより通信する。メイン制御部１７
０は、ブルートゥース通信部１３０および無線ＬＡＮ通信部１２０のデータ通信を制御す
る。電源回路部１５０は、ブルートゥース通信部１３０、無線ＬＡＮ通信部１２０および
メイン制御部１７０への電源を供給する。電源回路制御部１８１は、通信モードと、スタ
ンバイモードとを切り替えて、電源回路部１５０の電源供給を制御する。このとき、通信
モードとは、電源回路部１５０が、無線ＬＡＮ通信部１２０およびメイン制御部１７０に
対して電源供給を行い、ブルートゥース通信部１３０に電源供給を行わないモードである
。スタンバイモードとは、電源回路部１５０が、ブルートゥース通信部１３０に電源供給
を行い、無線ＬＡＮ通信部１２０およびメイン制御部１７０に対して電源供給を行わない
モードである。接続要求判断部１３２は、電源回路制御部１８１がスタンバイモードで電
源回路部１５０を制御している場合に、当該無線ルータ装置１００の周囲の移動通信端末
２００が無線ルータ装置１００に対して接続の要求を行う接続要求があるか否かを判断す
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る。識別情報存否判断部１３３は、接続要求判断部１３２により接続要求があると判断さ
れた場合、接続要求内に当該無線ルータ装置１００の識別情報（ＢＤアドレス）が含まれ
ているか否かを判断する。
【０１３２】
　そして、識別情報存否判断部１３３が接続要求内に当該無線ルータ装置１００の識別情
報（ＢＤアドレス）が含まれていると判断した場合、ブルートゥース通信部１３０は、電
源回路制御部１８１に対して、通信モードで電源回路部１５０を制御させるための起動ト
リガを入力し、電源回路制御部１８１は、起動トリガに従って、通信モードで電源回路部
１５０を制御する。
【０１３３】
　このように、本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置１００では、電源回路
制御部１８１は、通信モードと、スタンバイモードとを切り替えて、電源回路部１５０の
電源供給を制御する。このとき、通信モードは、電源回路部１５０が、無線ＬＡＮ通信部
１２０およびメイン制御部１７０に対して電源供給を行い、ブルートゥース通信部１３０
に電源供給を行わないモードである。スタンバイモードは、電源回路部１５０が、ブルー
トゥース通信部１３０に電源供給を行い、無線ＬＡＮ通信部１２０およびメイン制御部１
７０に対して電源供給を行わないモードである。スタンバイモードでは、無線ＬＡＮ通信
部１２０やブルートゥース通信部１３０と比較して非常に大きな電力を消費するメイン制
御部１７０に対して電源供給を行わない。このため、スタンバイモード時には、通信モー
ドと比較して、消費電力を減少させることができる。
【０１３４】
　また、接続要求判断部１３２は、電源回路制御部１８１がスタンバイモードで電源回路
部１５０を制御している場合に、接続要求があるか否かを判断する。これにより、無線ル
ータ装置１００は、スタンバイモードで動作している間であっても、周囲の移動通信端末
２００からの接続要求の有無を確認することができる。
【０１３５】
　また、識別情報存否判断部１３３は、接続要求判断部１３２により接続要求があると判
断された場合、接続要求内に当該無線ルータ装置１００の識別情報（ＢＤアドレス）が含
まれているか否かを判断する。これにより、接続要求している移動通信端末２００が、接
続許可できるブルートゥース機器であるか否かを判断することができる。
【０１３６】
　そして、識別情報存否判断部１３３が接続要求内に当該無線ルータ装置１００の識別情
報（ＢＤアドレス）が含まれていると判断した場合、ブルートゥース通信部１３０は、電
源回路制御部１８１に対して、通信モードで電源回路部１５０を制御させるための起動ト
リガを入力し、電源回路制御部１８１は、起動トリガに従って、通信モードで電源回路部
１５０を制御する。
【０１３７】
　ここで、通信モードでは、電源回路部１５０が、公衆網接続用通信部１１０、無線ＬＡ
Ｎ通信部１２０およびメイン制御部１７０に対して電源供給を行うが、ブルートゥース通
信部１３０に対して電源供給を行わない。したがって、識別情報存否判断部１３３が接続
要求内に当該無線ルータ装置１００の識別情報（ＢＤアドレス）が含まれていても、無線
ルータ装置１００は、移動通信端末２００とペアリングすることはない。このため、ブル
ートゥースの接続開始を起動トリガとして、任意のタイミングで移動通信端末１００との
接続（無線ＬＡＮ通信）を開始することが容易にできる。そして、ペアリング登録された
無線ルータ装置１００と移動通信端末２００が自動的に接続を開始してしまうことはない
。
【０１３８】
　以上の通り、本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置１００によれば、他の
ブルートゥース通信機能を有する機器とペアリングすることなく、ブルートゥースの接続
開始を起動トリガとして、簡単に起動（無線ＬＡＮ通信できる状態にする）ことができる



(16) JP 5960558 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

。
【０１３９】
　また、特定のブルートゥース通信機能を有する移動通信端末２００からのみのブルート
ゥース通信接続を、当該無線ルータ装置１００の起動トリガとして用いることができるの
で、消費電力の小さいブルートゥース通信部１３０による待ち受けが可能となり、利便性
と省電力化の双方を実現できる。
【０１４０】
　また、上述の通り、他のブルートゥース通信機能を有する移動通信端末２００とペアリ
ングすることが必要なく、プロファイルによる認証も必要ない。このため、ホスト（メイ
ン制御部１７０）を介在させることなく、コントローラ（ブルートゥース通信部１３０な
どの通信モジュール）とサブ制御部１８０だけで無線ルータ装置１００の起動を制御でき
る。この結果、無線ルータ装置１００の構成を簡略化できる。
【０１４１】
　さらに、電源回路制御部１８１はスタンバイモード時にはコントローラ（ブルートゥー
ス通信部１３０などの通信モジュール）だけを制御するため、ブルートゥース通信部１３
０は、無線ルータ装置１００の起動を開始するための起動トリガを素早く出力できる。
【０１４２】
　また、本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置１００は、通信接続される移
動通信端末２００を公衆網に接続する公衆網接続用通信部１１０をさらに備えてもよい。
このとき、電源回路部１５０は、ブルートゥース通信部１３０、無線ＬＡＮ通信部１２０
、公衆網接続用通信部１１０およびメイン制御部１７０への電源を供給する。電源回路制
御部１８１は、通信モードと、スタンバイモードとを切り替えて、電源回路部１５０の電
源供給を制御する。この場合の通信モードは、電源回路部１５０が、無線ＬＡＮ通信部１
３０、公衆網接続用通信部１１０およびメイン制御部１７０に対して電源供給を行い、ブ
ルートゥース通信部１３０に電源供給を行わないモードである。スタンバイモードは、電
源回路部１５０が、ブルートゥース通信部１３０に電源供給を行い、無線ＬＡＮ通信部１
２０、公衆網接続用通信部１１０およびメイン制御部１７０に対して電源供給を行わない
モードである。このような構成であっても、前述した効果と同様の効果を奏する。
【０１４３】
　本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置１００において、電源回路制御部１
８１は、無線ルータ装置１００と移動通信端末２００との間でデータ通信が行われていな
い時間が所定の設定時間を超過した場合、または無線ルータ装置１００がスタンバイモー
ドに移行する指示を受けた場合に、スタンバイモードで電源回路部１５０を制御する。
【０１４４】
　このように、無線ルータ装置１００と移動通信端末２００との間でデータ通信が行われ
ていない時間が所定の設定時間を超過した場合にスタンバイモードに移行することで、当
該無線ルータ装置１００の利用者の意思に関係なく、自動的に無線ルータ装置１００の消
費電力を減少させることができる。また、無線ルータ装置１００がスタンバイモードに移
行する指示を受けた場合にスタンバイモードに移行することで、当該無線ルータ装置１０
０の利用者の意思に沿って、無線ルータ装置１００の消費電力を減少させることができる
。
【０１４５】
　本発明の第１の実施の形態における無線ルータ装置１００は、移動通信端末２００の要
求に応じて、当該無線ルータ装置１００の識別情報（ＢＤアドレス）を移動通信端末２０
０へ送信する。これにより、移動通信端末２００は、無線ルータ装置１００の識別情報（
ＢＤアドレス）を容易に取得でき、この識別情報を用いて容易に無線ルータ装置１００と
通信接続することができる。
【０１４６】
　＜第２の実施の形態＞
　次に、本発明の第２の実施の形態における無線ルータ装置について、説明する。
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【０１４７】
　なお、本発明の第２の実施の形態における無線ルータ装置の基本構成は、第１の実施の
形態における無線ルータ１００と同一である。また、本発明の第２の実施の形態における
無線ルータ装置と通信接続する移動通信端末の基本構成も、第１の実施の形態で説明した
移動通信端末２００と同一である。このため、本実施の形態における無線ルータ装置およ
び移動通信端末を、無線ルータ装置１００および移動通信端末２００として、説明する。
【０１４８】
　本実施の形態では、移動通信端末２００が、識別情報（ＢＤアドレス）をアプリ（専用
アプリケーション２７１）に登録する場合であって、無線ＬＡＮ通信で自動設定機能を実
行している際に、同時にＢＤアドレスを取得する方法を説明する。
【０１４９】
　無線ＬＡＮ通信機能を有する装置には、ＷＰＳ（Wi-Fi Protected Setup）や、「らく
らく無線スタート（登録商標）」のように、ＳＳＩＤ（Service Set Identifier）や暗号
化キーを直接入力しなくても、半自動的に無線ＬＡＮの設定を行うことができる機能を有
するものがある。移動通信端末２００側で使用するアプリケーションに、これらの機能を
組み込むことにより、無線ＬＡＮの設定と同時に、ＢＤアドレスを取得することができる
。
【０１５０】
　図９は、本発明の第２の実施の形態における無線ルータ装置１００と通信する移動通信
端末２００の動作フローを示す。
【０１５１】
　図９に示されるように、移動通信端末２００側では、メイン制御部２７０が、無線ＬＡ
Ｎ自動設定を開始する（Ｓ９０１）。
【０１５２】
　メイン制御部２７０が無線ＬＡＮ自動設定を完了すると（Ｓ９０２）、Ｓ９０２で設定
した無線ＬＡＮで通信を開始する（Ｓ９０３）。
【０１５３】
　次に、移動通信端末２００は、無線ルータ装置１００に対して、当該無線ルータ装置１
００のＢＤアドレスの要求信号を送信する（Ｓ９０４）。ＢＤアドレスの要求信号を受け
取った無線ルータ装置１００は、移動通信端末２００に対して、当該無線ルータ装置１０
０のＢＤアドレスを送信する。
【０１５４】
　次に、移動通信端末２００は、無線ルータ装置１００から、ＢＤアドレスを受信する（
Ｓ９０５）。
【０１５５】
　そして、移動通信端末２００では、メイン制御部２７０が、専用アプリケーション２７
１に登録する形で、ＢＤアドレスを記憶部２６０に記録する。
【０１５６】
　これにより、移動通信端末２００が、識別情報（ＢＤアドレス）をアプリ（専用アプリ
ケーション２７１）に登録する場合に合わせて、無線ＬＡＮ通信で自動設定機能を実行し
ている際に、同時にＢＤアドレスを取得することができる。
【０１５７】
　＜第３の実施の形態＞
　次に、本発明の第３の実施の形態における無線ルータ装置について、説明する。
【０１５８】
　なお、本発明の第３の実施の形態における無線ルータ装置の基本構成は、第１の実施の
形態における無線ルータ１００と同一である。また、本発明の第２の実施の形態における
無線ルータ装置と通信接続する移動通信端末の基本構成も、第１の実施の形態で説明した
移動通信端末２００と同一である。このため、本実施の形態における無線ルータ装置およ
び移動通信端末を、無線ルータ装置１００および移動通信端末２００として、説明する。



(18) JP 5960558 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

【０１５９】
　本発明の第３の実施の形態では、移動通信端末１００が無線ルータ装置１００のＢＤア
ドレス（識別情報）をアプリケーションに登録する際に、ＱＲコード（登録商標）を用い
る例を説明する。
【０１６０】
　図１０は、ＱＲコード９００の一例を示す。
【０１６１】
　図１０に示されるように、ＱＲコード９００は、マトリックス型二次元式のバーコード
である。なお、「ＱＲ」はＱｕｉｋ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅに由来する。また、ＱＲコード５
１０は、一次元バーコードと異なり、一般的に縦横に情報を有し、格納できる情報量が多
い。このため、ＱＲコード５１０は、数字だけでなく、英字や漢字などの多言語のデータ
も格納できる特徴がある。なお、ＱＲコード５１０は、本発明のバーコードに対応する。
【０１６２】
　図１０に示されるように、ＱＲコード９００は、少なくとも、無線ルータ装置１００の
ＢＤアドレスの情報を含んでいる。
【０１６３】
　ＱＲコード９００は、例えば、無線ルータ装置１００の表示部（不図示）に表示される
。なお、表示部は、例えば、液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置などである。このとき、無
線ルータ装置１００に接続されたＰＣの表示画面に、ＱＲコード９００を表示するように
してもよい。
【０１６４】
　また、ＱＲコード９００を予め無線ルータ装置１００に貼り付けるラベルシートに印刷
しておいて、これを無線ルータ装置１００の筐体に貼り付けてもよい。
【０１６５】
　一方、移動通信端末２００は、少なくとも撮像部（不図示）を有する。この撮像部は、
ＱＲコード９００を撮像することができる。また、移動通信端末２００は、撮像部により
撮像されたＱＲコード９００中からＢＤアドレスを抽出する機能を有する。
【０１６６】
　移動通信端末２００を用いて、ＱＲコード９００からＢＤアドレスを取得する方法を説
明する。ここでは、ＱＲコード９００は、無線ルータ装置１００の表示部に表示されてい
るものとする。
【０１６７】
　まず、移動通信端末２００の撮像部が、無線ルータ装置１００の表示部に表示されたＱ
Ｒコード９００を撮像する。移動通信端末２００は、撮像部により撮像されたＱＲコード
９００中に含まれるＢＤアドレスの情報を取得する。これにより、移動通信端末２００は
、無線ルータ装置１００のＢＤアドレスを取得できる。そして、メイン制御部２７０は、
取得したＢＤアドレスを記憶部２６０に記憶する。
【０１６８】
　このように、本発明の第３の実施の形態における無線ルータ装置１００は、当該無線ル
ータ１００のＢＤアドレス（識別情報）を含む所定のＱＲコード９００（バーコード情報
）を有し、ＱＲコード９００を移動通信端末２００の利用者へ表示提供する。これにより
、移動通信端末２００の利用者は、ＱＲコードを撮像するだけで、ＢＤアドレスを移動通
信端末２００に取り込むことができる。この結果、移動通信端末２００は、無線ルータ装
置１００のＢＤアドレスを取得できる。
【０１６９】
　＜第４の実施の形態＞
　次に、本発明の第４の実施の形態における無線ルータ装置について、説明する。
【０１７０】
　なお、本発明の第４の実施の形態における無線ルータ装置の基本構成は、第１の実施の
形態における無線ルータ１００と同一である。また、本発明の第２の実施の形態における
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無線ルータ装置と通信接続する移動通信端末の基本構成も、第１の実施の形態で説明した
移動通信端末２００と同一である。このため、本実施の形態における無線ルータ装置およ
び移動通信端末を、無線ルータ装置１００および移動通信端末２００として、説明する。
【０１７１】
　第１の実施の形態では、無線ルータ装置１００のＢＤアドレスを、無線ルータ装置１０
０の識別情報として用いて、ブルートゥース通信を実現していた。これに対して、本実施
の形態では、無線ルータ装置１００のデバイス名を、無線ルータ装置１００の識別情報と
して用いて、ブルートゥース通信を実現する。
【０１７２】
　移動通信端末２００側で、ブルートゥース通信に必要なデバイス名（識別情報）を取得
する方法を説明する。
【０１７３】
　図１１は、本実施の形態における移動通信端末２００の動作フローを示す図である。
【０１７４】
　図１１に示されるように、移動通信端末２００側では、まず、アプリを起動する（ステ
ップ（Ｓ１１０１）。具体的には、移動通信端末２００内では、メイン制御部２７０が、
専用のアプリケーション２７１を起動する。
【０１７５】
　次に、メイン制御部２７０が、デバイス名がアプリ内に登録されているか否かを確認す
る（Ｓ１１０２）。
【０１７６】
　デバイス名がアプリ内に登録されている場合（Ｓ１１０２、Ｙｅｓ）、処理を終了する
。
【０１７７】
　デバイス名がアプリ内に登録されていない場合（Ｓ１１０２、Ｎｏ）、移動通信端末２
００は、無線ルータ装置１００に対して、デバイス名取得の要求を行う（Ｓ１１０３）。
より具体的には、メイン制御部２７０が、デバイス名取得の要求信号を生成する。そして
、メイン制御部２７０は、無線ＬＡＮ通信部２２０に対して、デバイス名取得の要求信号
を無線ルータ装置１００へ送信するように、指示する。そして、無線ＬＡＮ通信部２２０
が、デバイス名得の要求信号を、無線ＬＡＮ通信を介して、無線ルータ装置１００へ送信
する。
【０１７８】
　次に、移動通信端末２００は、無線ルータ装置１００からデバイス名のデータを受信す
る（Ｓ１１０４）。具体的には、無線ＬＡＮ通信部２２０が、無線ルータ装置１００から
送信されたデバイス名のデータを受信し、これをメイン制御部１７０へ入力する。
【０１７９】
　そして、メイン制御部２７０は、取得したデバイス名を、アプリの登録に対応付けて、
記憶部２６０に記憶する（Ｓ１１０５）。これにより、無線ルータ装置１００のデバイス
名が、移動通信端末２００内に記憶される。
【０１８０】
　以上の通り、本発明の第４の実施の形態における無線ルータ装置１００において、無線
ルータ装置１００の識別情報は、当該無線ルータ装置１００固有のデバイス名である。こ
のように、無線ルータ装置１００の識別情報に、当該無線ルータ装置１００固有のデバイ
ス名を用いても、移動通信端末２００および無線ルータ装置１００の間のブルートゥース
通信を実現することができる。
【０１８１】
　以上、実施の形態をもとに本発明を説明した。実施の形態は例示であり、本発明の主旨
から逸脱しない限り、上述各実施の形態に対して、さまざまな変更、増減、組合せを加え
てもよい。これらの変更、増減、組合せが加えられた変形例も本発明の範囲にあることは
当業者に理解されるところである。
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【符号の説明】
【０１８２】
　１００　無線ルータ装置
　１１０　公衆網接続用通信部
　１１１　公衆網接続用通信部用アンテナ部
　１２０　無線ＬＡＮ通信部
　１２１　無線ＬＡＮ通信部用アンテナ部
　１３０　ブルートゥース通信部
　１３１　ブルートゥース通信部用アンテナ部
　１３２　接続要求判断部
　１３３　識別情報存否判断部
　１３４　起動トリガ発生部
　１３５　無線部
　１３６　リンクコントローラ
　１３７　ＬＭＰ
　１３８　ＨＣＩ
　１４０　バッテリ部
　１５０　電源回路部
　１６０　記憶部
　１７０　メイン制御部
　１７１　無通信タイムアウト判定部
　１７２　モード移行信号発生部
　１７３　ＨＣＩ
　１７４　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコルスタック
　１７５　ＯＳ
　１８０　サブ制御部
　１８１　電源回路制御部
　１９０　スイッチ部
　２００　移動通信端末
　２２０　無線ＬＡＮ通信部
　２２１　無線ＬＡＮ通信部用アンテナ部
　２３０　ブルートゥース通信部
　２３１　ブルートゥース通信部用アンテナ部
　２７０　メイン制御部
　２７１　専用アプリケーション
　３００　無線ＷＡＮ基地局
　３０１　無線ＷＡＮ通信用アンテナ
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